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日立市都市計画マスタープランの改定について

本市では、2000年（平成12年）に、現行の「日立市都市計画マスタープラン」を策定
し、少子高齢化の進展や市民生活・産業活動の広域化、安全で質の高い暮らし方を望む市民
意識の高まりなどの社会情勢の変化に対応した都市づくりを進めてきました。

しかし、計画の策定から20年が経過し、この間には、予想を上回る速さでの人口減少・
少子高齢化の進展や経済の低迷、東日本大震災の発生による甚大な被害など人々の意識や生
活に変化を与える様々な出来事があり、都市づくりへの新たな課題が顕在化してきているこ
とから、これらの変化や課題に対して的確な対応をするとともに、これまでのまちづくりを
点検し、今後のまちづくりの方向性を再確認する必要が生じています。

また、2012年（平成24年）に市の最上位計画である「日立市総合計画」が策定され、
併せて各分野別計画の改定も進んでいます。さらに、国土政策の方向性を示す「国土形成計
画」や都市計画区域の都市づくりの基本方針を定めた「日立都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針（通称：日立都市計画区域マスタープラン）」などの見直しも行われており、こ
れらの計画との整合を図った計画の見直しの必要性も生じています。

こうした背景を踏まえ、新たな都市の将来像の具現化と、社会経済情勢を見据えた実効性
のあるまちづくりを進めるため、計画の見直しを行うものです。

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の２の規定に基づき、市の上位計画であ
る「総合計画」や、茨城県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などとの
整合を図りながら、市の都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。

まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、望ましい都市の将来像の実現するため、
本市の都市計画マスタープランには、まちづくりの理念や都市計画の目標、全体構想、分野
別構想、地域別構想などを定めることとし、その実現に向けて計画的な整備を推進していく
こととします。

即する 即する

実施

部門別計画

〇交通 〇福祉
〇商業 〇工業
〇観光 〇環境
〇文化 〇防災
〇子育て

など

日立市総合計画
日立都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

〔日立都市計画区域マスタープラン〕

都市計画の手法

〇区域区分
〇地域地区
〇地区計画
〇都市施設
〇市街地再開発
〇土地区画整理

など
連携
整合

全体構想

立地適正化計画

分野別構想

地域別構想

市の都市計画に関する基本的な方針
〔日立市都市計画マスタープラン〕

■都市計画マスタープランと他の計画の関係
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国勢調査による本市の人口は、1983年
（昭和58年）の20万6,260人をピークに
減少傾向となっています。

一方で、世帯数は増加傾向を示し、世帯
当たりの人員は、1990年（平成2年）か
ら2015年（平成27年）にかけて0.62人
減少しています。

※参考値
茨城県常住人口調査では、2019年（平

成31年）4月1日現在の常住人口は、17
万7,088人となっている。

出典 国勢調査
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図－人口及び世帯数の推移

図－年齢別人口の推移
国勢調査による本市の年齢別人口は、幼

年人口と生産年齢人口の割合が減少傾向を
示す一方で、老年人口の割合は増加傾向を
示し、1990年（平成2年）と2015年
（平成27年）を比較すると2倍以上に増
加しています。

※参考値
茨城県常住人口調査では、2019年（平

成31年）4月1日現在、幼年人口10.6％、
生産年齢人口57.6％、老年人口31.8％の
割合となっている。

出典 国立社会保障・人口問題研究所

国立社会保障・人口問題研究所（社人
研）の推計によると、本市の将来人口は
2020年（令和2年）以降、人口が5年毎
に約1万人減少し、2040年（令和22年）
には、約12万9千人になる見通しとなっ
ています。

図－人口推計
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まちづくりの課題

上位計画(日立市総合計画等)

都市計画を巡る環境の変化
まちづくり意向調査

（市民アンケート等の実施）

日立市の特性とニーズ

日立市総合計画、日立都市計画区域マスタープラン等の関連計画の位置付けや、これま
で整理した都市計画を取り巻く社会情勢の変化、前項の意見聴取の結果などの各種条件を
踏まえ、現在の本市の特性とニーズを整理し、そこから導かれるまちづくりの課題を整理
しました。

図－まちづくりの課題の整理

１ 人口減少と産業構造の変化に対応した都市の集約

写真－平和通りから日立駅前を望む

今後の人口減少・少子高齢化、産業構造などの社会情勢の変化
に対応した持続可能な都市経営を実現するためには、既存の生活
環境は維持しつつも、都市の拠点及び生活の拠点への都市の生活
を支える機能（以下「都市機能」という。）の計画的な集約や、
緩やかな居住の誘導など、都市構造の転換を図ることが必要です。

２ 生活利便性を提供する都市機能の確保 写真－整備が進むひたちBRT

都市の健全な発展と秩序ある整備を実現するには、都市の拠点
及び生活の拠点への日常生活に必要な機能の集約や公共交通の充
実などによる利便性の向上はもとより、医療・福祉を始めとした
多様な機能の充実により、子どもから高齢者まで、全ての世代が
暮らしやすい様々な環境を提供することが必要です。

３ 多様化する暮らし方に対応した都市空間の提供 写真－日立駅から海を眺める人々

多様化する暮らし方や、インターネットを始めとする情報通信
技術の進展により、都市空間や都市機能に対するニーズにも変化
が見受けられることから、今後は単なる生活利便性や機能性だけ
ではなく、「日立市で暮らす価値」や、人を惹きつける「魅力と
なる要素」を提供することが必要です。
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４ 移住・定住と交流を促進する魅力を持つ都市機能の充実

人口減少下においても持続可能なまちづくりを実現するために
は、移住・定住人口の確保が大きなテーマとなっており、市内の
教育機能・産業種別の充実による就学・就業機会の確保はもとよ
り、人を惹きつける魅力ある都市構造や、良好な居住環境・就業
環境、子育てしやすい環境の提供が必要です。

また、まちの活性化には、交流人口の確保も重要な要素であり、
観光交流施設の機能強化を進めるとともに、本市の特色でもある海や山などの地域資源を活用
し、更なるまちの魅力向上に努めることで、国内旅行客・インバウンドなどの増加を図る必要
があります。

写真－多くの人が訪れるかみね公園

※インバウンド（Inbound）…外国人が訪れてくる旅行のこと。

５ 公共交通や情報通信技術を活用した道路・交通ネットワークの充実

６ 安全・安心を提供する基盤と環境の整備

７ 市民や事業所との協働によるまちづくりの推進

写真－バス専用道路と併せて整備した道路

南北に細長い地形を有する本市では、幹線道路に交通が集中し、
慢性的な交通渋滞が発生する原因となっており、まちづくりの大
きな課題となっています。交通渋滞の解消による移動性や利便性
の向上には、幹線道路の整備による道路ネットワークの強化はも
ちろんのこと、公共交通ネットワークの適切な見直しや更なる充
実、自動運転等の情報通信技術の活用の検討などが重要です。

また、進行する高齢化や、地球温暖化への対応策としても公共交通が重要な役割を担ってい
る一方で、本市では、自家用車が重要な交通手段として市民生活を支えている面もあることか
ら、公共交通と自家用車の適切な役割分担の下、過度に自家用車に依存しない都市構造を目指
すことが必要です。

写真－十王川の河川改修工事

東日本大震災や、近年増加する短時間強雨等を背景として自然
災害リスクに対する関心が高まっており、「まちの安全・安心」
は、居住環境の満足度を評価する最も重要な指標の一つです。

一方で、人口が減少し、厳しい財政状況が予測される中でも、
防災・減災による安全と、まちに暮らし続けられる安心を提供す
るためには、維持コストの適正化によるインフラの管理水準の確
保が重要な課題となっています。

写真－地域の方々による美化活動

近年、民間事業者によって、企業跡地が商業施設や住宅に転換
され、日常生活や居住の新たな拠点が形成されています。このよ
うな拠点を有効活用するため、官民が連携・協働し、拠点性の更
なる向上や拠点への移動利便性の確保を進めていくことが重要で
す。また、地域の特性をいかした魅力あるまちづくりの推進には、
多世代の市民や、本市の特色であるコミュニティの意見を反映す
ることが必要と考えられます。
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機能性や利便性などの「まち」に求められる基本的な要素だけでなく、人を惹きつける
魅力となる要素を充実させ、「日立市に住む価値」を提供できるよう努めます。

また、市民のみなさんや民間事業者などの視点や創造性を活用し、官民が一体となった
まちづくりが実現できる仕組みづくりを進めます。

■惹きつける力のあるまち

日立市では、少子高齢化が進行し、2018年（平成30年）の2月に人口が18万人を下
回るなど、今後も人口の減少が予想されています。

人口が減少すると、都市を支える一人当たりの負担が増え、これまで整備された社会イ
ンフラを全て維持することが難しくなります。そのため、これからも「暮らしやすく魅力
にあふれるまち」であり続けるためには、より効率的な投資ができるようなまちの構造へ
と転換していく必要があります。

■コンパクトで機能的なまち

基本方針１ 都市機能・居住機能の集約に対応した計画的な拠点の配置とネットワーク

基本方針２ 誰もが暮らしやすく魅力あふれるまちづくり

基本方針３ 地域特性や「まちの資産」を活用した都市空間の形成

惹きつける(交流・移住)力のあるまちづくり

明日を拓く 都市をつなぎ 人を結ぶまち
～「暮らしを身近に、市民が主役の舞台づくり」へ～

目標とする将来都市像

コンパクトで機能的なまちづくり
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目標年次 おおむね２０年後の２０４０年（令和２２年）

目標人口 １４万人（日立市人口ビジョンの将来目標による）

対象区域 都市計画区域内（ただし、一部の区域外の住宅団地を含む）

まちづくりの方針



拠点の形成においては、都市・地区レベルを対象とする機能を有する拠点である「都市
拠点」、日常生活において中心となる拠点である「生活支援型拠点」の２つを位置付ける
とともに、都市の活力やにぎわい・交流を創出することを目的に、機能別に独自の性格を
有する拠点である「機能別拠点」を位置付けます。

拠点機能 拠点誘導のあり方

【都市拠点（鉄道駅周辺）】
○都市内や周辺地域を対象とする機能を有

する拠点

□中心商業業務
（日立駅）

□地域生活業務
（日立駅以外）

○市内外との交通結節点である高い利便性・
移動性をいかし、今後も都市活動の中心を
担うことが期待されることから、不足する
施設の適切な誘導のほか、産業・交流・居
住機能等をバランスよく配置します。

○画一的ではなく、地域の特性などを踏まえ
た特色ある拠点形成を図ります。

【生活支援型拠点】
○日常生活の中心となる拠点

□幹線道路沿道
（田尻、兎平等）
□地域密着
（金沢団地、南高野）

□ＢＲＴ沿線
（大沼、水木）

○主に住居系市街地及びその周辺において、
日常生活に不可欠な機能を適切に配置し、
利便性の向上を図ります。

【機能別拠点】
○機能別に集約化を図る拠点

□産業拠点

□広域集客拠点

□交流拠点

○産業施設や広域集客施設、観光・交流施
設等を中心に、施設周辺の地域資源など
を一体的に活用することで、多面的で魅
力ある拠点形成を図ります。

■産業拠点
□茨城港日立港区及びその後背地周辺
□常磐自動車道ＩＣ周辺
□工業専用地域

■広域集客拠点
□道の駅日立おさかなセンター周辺
□かみね公園周辺
□鵜の岬周辺
□日立市公設地方卸売市場跡地

■交流拠点
□池の川総合公園周辺

写真－日立駅周辺

写真－池の川さくらアリーナ

写真－かみね公園

写真－LNG基地（茨城港日立港区）

写真－兎平地区周辺の商業施設

7
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■多極ネットワーク型コンパクトシティの実現

■公共交通利便性の強化及び拠点間の連携強化

■多様な生活スタイルを提供できる都市構造

都市拠点型（中心商業業務）

都市拠点型（地域生活業務）

生活支援型

産業拠点

交流拠点

広域集客拠点

山側軸

国道６号軸

中央軸

海側軸

４つの縦軸
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凡   　　　     例

国道

県道

高速道路

ひたちＢＲＴ
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十王駅

小木津駅

日立駅

常陸多賀駅

大甕駅

日立南太田ＩＣ

日立中央ＩＣ

日立北ＩＣ



少子高齢化による人口減少が進行する中で、都市の魅力とにぎわいを創出し、新たな定
住人口を確保していくために、鉄道の各駅周辺やひたちＢＲＴ沿線といった利便性の高い
地域や、計画的に開発された住宅地などの生活の拠点となっている地域に都市機能及び居
住機能を集積した上で、これらの地域のアクセス性の向上を図ることで、暮らしやすく魅
力のある都市構造の実現を目指します。

（１）土地利用規制

□ひたちＢＲＴまちづくり事業 □都市計画変更調査事業 □産業団地整備事業
□日立港区後背地～日立南太田ＩＣ周辺地区開発研究事業

主
な
施
策

□山側住宅団地再生プロジェクト検討事業 □ひたちＢＲＴまちづくり事業主
な
施
策

（２）地域地区

既成市街地については、多様化する暮らし方に対応したまちづくりを進めるための土地
利用更新が必要となる場合には、上位計画等と整合した地域地区の随時変更を行います。

また、工場や社宅の跡地等の土地利用の転換や、コンパクトなまちづくりを進める上で
の計画的な拠点形成に対応した地域地区の変更を行います。

□市街地再開発等導入検討事業 □常陸多賀駅周辺地区整備事業
□まちなか空き店舗活用事業 □空き家適正管理対策事業
□山側住宅団地再生プロジェクト検討事業 □日立地域ＭａａＳ実証実験

主
な
施
策

（３）市街地形成（整備）
市街地形成（整備）においては、空き地・空き家の利活用や

民間事業者による権利変換型の面的な市街地開発事業の推進を
図るとともに鉄道駅周辺や低未利用地が多く見られる地区にお
ける土地利用の更新・転換を検討します。

また、鉄道駅周辺等の都市の拠点への居住を促進するため、
基盤整備と連携しながら、「まちなか居住」の利便性や魅力を
高める施策を講じます。

なお、このような市街地形成においては、基盤施設と都市機
能を一体的に整備する必要があることから、民間事業者等との
連携強化や情報通信技術の活用を図りながら適切に都市機能の
配置・誘導を進めます。

□中心市街地企業誘致促進事業主
な
施
策

（４）開発誘導

市街地内の土地利用更新や都市機能の集積を促進するためには、まちづくり施策と併せ
て民間活力の活用も重要となることから、民間事業者等との連携を図りながら、適正かつ
効果的な開発許可制度の運用の下、市街地におけるにぎわいや活力の確保を図ります。

また、市街化調整区域については、自然や農林漁業との調和を図りながら、適正な土地
利用を誘導します。
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□地域公共交通再編事業 □交通バリアフリー推進事業
□国道６号整備促進事業 □市道３号線（東滑川町地内）改良事業
□市道９号線（通勤道路）改良事業 □市道24号線（中央線）改築工事

主
な
施
策

（１）道路整備

市内の交通渋滞の緩和や、ものづくりのまちとしての物流を担う
幹線道路の機能強化が求められているため、鉄道・ひたちＢＲＴな
どの公共交通との連携やバリアフリー化等に配慮しながら、適切な
道路整備を進めます。

□新交通（ＢＲＴ）導入事業（第Ⅱ期・Ⅲ期） □地域公共交通再編事業
□高齢者おでかけ支援事業 □日立地域ＭａａＳ実証実験
□公共交通政策検討事業（パートナーシップ事業） □中型自動運転バス実証運行

主
な
施
策

（２）公共交通網の整備

超高齢社会へと移行する中、鉄道や路線バスなどの交通手段の必要性
はますます高まることが予想されます。誰もが移動しやすく、人にや
さしい交通環境の充実を図るため、交通事業者と連携しながら公共交
通網の整備を進めます。

□交通バリアフリー推進事業 □歩行者にやさしいバリアフリー事業
□交通安全施設整備事業 □横断歩道橋改修事業
□歩道整備事業

主
な
施
策

（３）自転車歩行者ネットワーク

近年、都市部における自転車利用の利便性が再認識されてい
るとともに、道路交通法の改正により、幹線道路において自転
車通行帯の重要性が高まっています。

また、市街地の集約・まちなか居住を推進する中では、「歩
いて暮らせるまちづくり」が重要な視点になります。さらに、
今後、公共交通を活用したまちづくりや観光交流分野において
も歩行者や自転車の環境整備が重要となることから、市街地に
おける自転車歩行者ネットワークの構築を目指します。

□小木津山自然公園拡張整備事業 □公園すてき化整備事業
□公園管理パートナーシップ事業 □桜の保護育成事業
□かみね公園モデル整備地区桜植栽事業 □平和通り桜更新事業

主
な
施
策

（４）公園・緑地

都市公園は、市民の憩いの場であるとともに、防災やレクリ
エーションなど多様な機能を有していることから、必要に応じ
て公園施設の改修やリノベーションなどによる魅力向上を図り
ながら、長期的な視点に基づく維持・管理体制の構築を図りま
す。

緑地については、市街地内の緑のオープンスペースや修景空
間として、見るだけなく親しめる空間としての整備を進めます。
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□管路施設改築更新事業 □管路施設耐震化事業
□池の川処理場等設備改良事業 □池の川処理場施設耐震化事業
□雨水対策事業

主
な
施
策

（５）公共下水道

本市の公共下水道（汚水）については、ほぼ整備が完了して
いることから、今後は、管路施設の維持・管理が施策の中心と
なります。人口減少を踏まえ、持続可能な下水道事業を目指し、
事業の効率化や経営基盤の強化に努めます。

また、公共下水道（雨水）についても、浸水被害の防止を目
的に整備を進めてきた雨水排除施設の整備がおおむね完了して
います。今後は、河川管理者と連携して浸水被害の防止に資す
る整備に取り組むとともに、施設の老朽化対策を中心に事業を
進めます。

□準用河川大川改修事業 □津波防護施設整備事業 □調整池機能管理事業
□河川・排水路改修事業

主
な
施
策

（６）河川・水路

本市の河川・水路は、多くが市街地を流下する都市型河川で
あり、流下速度が早く遊水機能が少ないことが特徴となってい
ます。治水は、安全・安心な生活を送る上で基本であり、本市
の河川・水路の特性を踏まえた施策に取り組みます。
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□津波防護施設整備事業 □住宅・建築物耐震改修促進事業 □防災体制整備事業
□応急給水体制整備事業 □住宅防火対策推進事業 □河川・排水路改修事業
□洪水避難施設整備事業 □避難所Ｗｉ-Ｆｉ整備事業

主
な
施
策

（１）都市防災

2011年（平成23年）３月11日に発生した東日本大震災は、
本市における災害として記憶に新しいものとなっています。災
害への対応は、市民の生命財産を守る最も重要な基本施策の一
つであり、安全・安心な生活を営む上で不可欠です。

都市においては、災害発生に伴うライフラインの途絶、火災
の発生、家屋や宅地被害等、多面的な被害の発生が予測される
ため、地域防災計画との整合を図りながら、減災という視点か
ら被害の発生を最小化するとともに災害発生時の円滑な避難誘
導に取り組みます。

□都市景観形成推進事業 □観光資源活用事業主
な
施
策

（２）景観・環境

本市が有する海や山などの豊かな自然景観のみならず、鉄道
駅周辺や市街地内の幹線道路沿道等の景観は、来訪者や市民に
「日立のまち」をイメージさせる重要な要素です。

また、住宅地における景観は、当該住宅地の資産価値や安全
性を示す要素にもなることから、住民や民間事業者と連携し、
地区計画や各種協定等の活用を図りながら、良質な市街地景観
の形成を目指します。

□交通バリアフリー推進事業主
な
施
策

（３）人にやさしいまちづくり

子どもから高齢者に至るまでの障害者への対応、外国人観
光客に対するおもてなし等の面から、誰もが安心して快適に
利用できるよう、基盤整備と連携しながらバリアフリー化・
ユニバーサルデザイン化に取り組み、人にやさしいまちづく
りを推進します。
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□公共施設マネジメント推進事業主
な
施
策

□コミュニティ活動のあり方検討事業 □パートナーシップ事業（公園）主
な
施
策

（４）維持管理コストの適正化

人口減少・少子高齢化により今後も厳しい財政状況が予測される中でも持続可能なまち
づくりを進める上では、既存の公共施設を有効活用することが重要であることから、公共
施設等総合管理計画や長寿命化計画に基づく維持管理・修繕に取り組むとともに、施設の
集約化についても検討を進めます。

（５）連携・協働によるまちづくり

魅力あるまちづくりを進めるためには、住民や民間事業者
との連携・協働が不可欠になっています。人口減少や高齢化
が進行する中、住民や民間事業者とこれまで以上に密接な関
係を構築しながら、誰もが主体性を持ったまちづくりを進め
ます。
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地域別構想は、全体構想との整合を図りつつ、地域の特性（現状・実情）を踏まえて地区の
課題やまちづくりの方針を示し、地域ごとの将来のあるべき姿を示すものです。地域別構想は、
十王、豊浦、日高、本庁、多賀、南部という支所単位で策定することとします。

■主な土地利用の方向性

【地区全体】
○住宅と農地が共存する良好な住環境の創出

を図ります。
○豊かな自然環境と情緒をいかした都市形成

に努めます。

【鵜の岬周辺】
○観光交流機能として、多くの観光客の来訪

による交流の促進を図るとともに、景観な
ど魅力の向上に努めます。

【十王駅周辺】
○十王地区に居住する住民の生活利便性の維

持のため、十王駅周辺に日常生活で不足す
る都市機能の充実を図ります。

○十王駅周辺の都市環境の向上のため、十王
川の洪水対策の促進を図るとともに、災害
発生時における避難誘導等について周知強
化を図ります。

【市街化調整区域、区域指定の居住地】
○市街化調整区域の住宅団地や既存集落（区

域指定含む。）については、引き続き居住
環境の維持を図ります。
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■主な土地利用の方向性

【地区全体】
○豊かな自然環境と情緒をいかした都市形成

に努めます。
○十王駅や小木津駅へのアクセスを確保する

公共交通ネットワークを形成します。

【十王駅周辺】
○既成市街地の機能維持や計画的に整備され

た住宅地周辺に不足している都市機能の誘
導を検討します。

○津波浸水想定区域での居住の在り方を検討
します。

【県道十王停車場川尻線沿道】
○県道十王停車場川尻線沿道では、十王駅周

辺市街地と連携し都市機能の集約を図りま
す。

【折笠地区周辺】
○収穫体験ができる観光ぶどう果樹園のブラ

ンド化や田園景観の向上などによる交流人
口の拡大を図ります。

【旧道沿道（川尻港周辺）】
○昔ながらの雰囲気が漂う陸前浜街道（川尻

宿）や酒蔵などの歴史的資産の活用を検討
します。

【折笠スポーツ広場】
○折笠スポーツ広場を活用したスポーツやレ

クリエーション活動の向上を図ります。
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■主な土地利用の方向性

【地区全体】
○ＪＲを挟んだ東西における生活利便機能の

維持・確保を図ります。
○地域間の移動性を高める道路ネットワーク

の強化を進めます。

【小木津駅周辺】
〇小木津駅周辺において拠点形成を誘導しま

す。
○小木津駅前市街地では、良好な居住環境の

形成や生活利便機能の充実を図ります。
○低未利用地を活用した魅力ある拠点形成を

目指します。
【小木津山自然公園】
○市街地に近接する小木津山自然公園を活用

し、自然に触れあえる暮らし方を提供しま
す。

【幹線道路沿道】
○国道６号沿道では、生活利便機能を有する

拠点の充実を図ります。
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■主な土地利用の方向性

【地区全体】
○現在の生活利便施設の集積を踏まえつつ、

公共交通やひたちＢＲＴの延伸を考慮した
拠点形成を誘導します。

○景観形成やオープンスペースの活用に取り
組むなど、生活空間における身近なレクリ
エーション機能の充実を図ります。

○都市間や地域間の移動性を高める道路ネッ
トワークの強化を進めます。

【日立駅周辺】
○中心的な拠点にふさわしい多様な都市機能

の集積を目指します。
○にぎわいの創出や定住人口の確保のため、

市街地再開発等による低未利用地の土地利
用転換を検討します。

○日立の顔として、若者に好まれるような魅
力ある都市空間の形成を図ります。

【かみね公園】
○観光交流機能として、多くの観光客の来訪

による交流の促進を図るとともに、景観な
ど魅力の向上に努めます。

【池の川総合公園周辺】
○市街地周辺の自然とともに、市街地内の公

園・緑地等をいかした生活環境を提供しま
す。18



【地区全体】
○常陸多賀駅の機能強化や、ひたちＢＲＴへ

のアクセスを確保する公共交通ネットワー
クを形成します。

○市街地周辺の自然とともに、市街地内の公
園・緑地等をいかした生活環境を検討しま
す。

○都市間や地域間の移動性を高める道路ネッ
トワークの強化を進めます。

【常陸多賀駅周辺】
○低未利用地を活用した計画的な都市機能集

積を目指します。
○交通結節機能の更なる強化を行うとともに、

生活利便性の向上や魅力向上に資する都市
機能の誘導を実現するため、市街地再開発
等によるまちづくりを推進します。

○住宅政策と連携しながら、空き家・空き店
舗の活用を促進します。

【ひたちＢＲＴ沿線】
○ひたちＢＲＴ沿線において、居住機能や生

活利便機能の誘導に向けた土地利用転換を
検討します。

【桜川周辺】
○市街地の水辺空間と緑を感じられる空間形

成を検討します。
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■主な土地利用の方向性

【地区全体】
○南の玄関口として新規住民の定住促進に資

する居住環境の再生を検討します。
○都市間や地域間の移動性を高める道路ネッ

トワークの強化を進めます。

【大甕駅周辺】
○市南部の中心拠点として都市機能を誘導し

ます。
○低未利用地の土地利用転換により、定住人

口や都市機能の確保に取り組みます。
○大学生や若者に好まれるような駅前の景観

形成を検討します。

【ひたちＢＲＴ沿線】
○既存の集積状況を踏まえ、ひたちＢＲＴや

集落部からの利便性を考慮した拠点形成を
誘導します。

【茨城港日立港区・日立南太田ＩＣ周辺】
○茨城港日立港区や日立南太田ＩＣ周辺にお

ける新たな産業誘致を検討します。

【道の駅日立おさかなセンター周辺】
○道の駅日立おさかなセンター周辺の魅力を

高め、交流の拡大を促進します。
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